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新年あけましておめでとうございます 

 皆様におかれましては、新春を清々しい気持ちでお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。 

昨年は、各種行事やコミュニティセンター事業等にご協力い

ただきありがとうございました。 

 本年も変わらず、ご支援、ご協力いただきますようお願いいたします。 

波多津塾「お花の寄せ植え」教室を開催しました 

 １２月１１日（木）に百姓屋様のビニールハウスで「お花の寄せ植え教室」

を開催し、町内の２０名の方が参加されました。 

 参加者の皆さんは、講師の説明を聞いて、用意された色とりどりの花を手に

取り、わいわい楽しく、寄せ植えを行いました。 

 

 

 

 

年末のコミュニティセンター大掃除ありがとうございました 

 １２月に区長会の皆さんにコミュニティセンター

館内や周辺の大掃除をしていただきました。  

 皆さんのおかげで清々しい新年を迎えることがで

きました。ありがとうございました。 

波多津町 花いっぱい活動 その３ 

 １１月２７日（木）に波多津コミュニティセン

ターの中庭に波多津町老人クラブの会員の皆さん

にチューリップの球根を植えていただきました。

４～５月頃に見ごろを迎える予定です。 

お楽しみに～！ 

子ども会モルック大会中山子ども会２連覇 

１２月１４日（日）に第３回波多津町子ども会モ

ルック大会が開催され、中山子ども会が見事２連覇

を達成されました。 

当日は、寒さに負けじと、どの試合も熱戦が繰り

広げられ、ピンが倒れる度に大きな歓声が上がり、大いに盛り上がりました。 

 優勝された中山子ども会の皆さん、おめでとうございます！ 

 選手の皆さん、応援された保護者の皆さん、そして大会役員の皆さんお疲れ

様でした。 

 結 果 

 優 勝 中山  子ども会 

 準優勝 野林  子ども会 

 第三位 郷ノ浦 子ども会 

絵手紙サークルの会員を募集しています 

 月に一度、波多津コミュニティセンターで絵手紙サークルを開催しています。 

 みんなで、和気あいあいと楽しく活動しませんか？ 

 絵手紙を始めたい、楽しく活動したい方は気軽にご参加ください。 

 ●次回活動日 令和８年 1 月９日 １０時～１２時 

 ●問合先   波多津コミュニティセンター（☎ 25-0001） 

町の人口 

男性 886(-3) 
女性 1,896(-6) 

計 1,782(-9) 

世帯数757(-3) 



１月の行事 

日付 曜 内容 時間 場所 

１日～３日 コミュニティセンター休館 

８日 木 町区長会・生産組合長会  １４：００～ 波多津コミュニティセンター 

１８日 日 軽トラ市 １0：００～１２：００ 波多津ふれあい広場 

２９日 木 ぶっくん巡回日 １１：００～ 波多津コミュニティセンター 

第７２回伊万里市内一周駅伝大会が開催されました 

11 月３０日（日）に伊万里市内一周駅伝大会が開催されました。 

当日は天候に恵まれ、全行程５８．６㎞を１４人の選手が走破しました。 

選手、役員の皆さんお疲れ様でした。応援ありがとうございました。 

選手一覧                           

1 区 山口 俊成  2 区 川原 悠雅  3 区 福田 凌   4 区 田中 和花  

5 区 浦田 晴登  6 区 原田 旭陽  7 区 水尾 友和  8 区 藤本 竜汰  

9 区 金子 耕作  １０区  筒井 奏   １１区 市丸 侑汰   １２区 松本 千弘 

１３区 高田 廉太郎 １４区 三浦 晴登  

伊万里で農業始めませんか！ 

市では、佐賀県や伊万里市農業協同組合等と連携し『伊万里市園芸団地』（牧

島小学校前）を整備。入植者を募集しています。 

●募集品目 いちご、きゅうり 

●応募資格 

  ①農業に対して意欲がある新規就農希望者や農業後継者 

②市内に居住し、伊万里市園芸団地で就農できる人 

③おおむね 50 歳未満の人（50 歳以上の人は要相談） 

●相談窓口・申込先 伊万里市園芸団地運営協議会（事務局：農業振興課） 

☎（0955-23-2557） FAX：0955-23-2474 

E-mail：nougyousinkou@city.imari.lg.jp 

消防北分署からのお知らせ 

 令和 7 年 2 月 26 日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、鎮火までに

1 か月以上を要する大規模なものとなりました。この火災を踏まえ、林野火災

注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高め

る目的で伊万里・有田消防組合火災予防条例を一部改正し、令和 8 年 1 月 1

日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。 

●火の使用の制限について 

火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が

課せられます。さらに林野火災警報が発令された際には以下の制限について義

務が課せられます。 

１．山林、原野等において火入れをしないこと。 

２．煙火を消費しないこと。 

３．屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

４．屋外においても引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙を

しないこと。 

５．山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。 

６．残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火紛を始末すること。 

※たき火～火粉が発生するような枯れ草や薪などを焼却すること。 

●制限に従わなかった場合の罰則について 

・林野火災注意報～罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。 

・林野火災警報～「火の使用の制限」に違反したものに対して 30 万円以下

の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。 

●林野火災注意報・警報発令の周知・広報 

当組合管内は、管内約 56％と半分以上を森林が占めており、林野火災予防

の意識を持つことが大変重要です。また、林野火災がいったん発生し延焼拡大

した場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの大切な生命や財産

を守るために、ご理解とご協力をお願いします。 

 ●問合先 伊万里・有田消防組合 伊万里消防署 北分署 ☎（27－2119） 


